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市長あいさつ 

健康快適都市 
　   ～誰もが安全・安心に暮らせるまち～ 
　　　　　　　　　　　　　     をめざして 

平成18年3月20日、師勝町、西春町が合併し、新たな都市「北名古屋市」が歴史への第一歩を踏み出してから2年が経

過しました。この間、市民の皆様の温かいご支援、ご理解のもと、市政は順調に推移し、都市として成長するための態勢

も整い、ここにこれからのまちづくりの総合的な計画となる「総合計画」を策定いたしました。 

策定にあたっては、市民の皆様から期待される夢のあるまちづくりをめざす一方で、計画に実効性をもたせるため、

次の3つの考えのもとに取り組みました。 

第一に、新市建設計画の理念を継承することを基本に、新市誕生により生じた新たな政策課題へ対応するものとする。 

第二に、市民と行政が協働で取り組むまちづくりの目標を示す。 

第三に、自立した都市をめざして、行政改革のあり方や将来の本市の発展方向を示す。 

この3つの考えの上に立ち、まちづくりの基本方針と基本施策を掲げ、目標とする将来都市像を「健康快適都市」～

誰もが安全・安心に暮らせるまち～としました。市民の皆様が、快適な生活環境の中で、心も体も健康で、生きがいに

満ちた幸せな暮らしを送ることができるまちづくりを推進するにあたり、広く皆様のご意見をお聴きしながら、実現に

向けて全力で取り組んでまいりますので、ご支援、ご協力を心からお願い申し上げます。 

最後に、この計画の策定にあたりまして、市民意識調査やワークショップ、市民説明会、パブリックコメントなどでご

意見をいただきました市民の皆様、総合計画審議会委員として調査、審議を重ねていただきました委員の皆様に厚く

お礼を申し上げます。 
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北名古屋市総合計画体系図 

基本計画 

　　1 健康で生きがいを持って暮らせるまちづくり 

　　2 安全・安心で利便性の高いまちづくり 

　　3 環境にやさしいうるおいのあるまちづくり 

　　4 創造的で活力あるまちづくり 

　　5 豊かな心を育み文化の薫るまちづくり 

　　6 自立と協働のまちづくり 

 

 

 

はじめに 

1 北名古屋市総合計画とは 
●計画の位置づけ 

①合併時に策定した新市建設計画の理念を継承することを基本としつつ、本市を取り巻く社会経済環境

の変化や新市誕生により生じた新たな政策課題に対応します。 

②本市の最上位計画として、市民と行政が協働で取り組むまちづくりの目標を示します。各種の施策・事業

は原則として本計画の方針に基づいて実施することになります。 

③財政的にも行政的にも自立した都市をめざして、行政改革のあり方や将来の本市の発展方向を示します。 

1

●計画の構成と期間 

■計画構成■ 

■計画期間■ 

北名古屋市総合計画は、基本構想、基本計画、実施計画の3つで構成します。 

2

●計画のマネジメントサイクル 
計画期間の中間年次及び終了年次において、達成状況を測定し、計画の見直しに反映させます。 

3

実施計画 

基本計画 

基本構想 

基本 
構想 

本市のまちづくりの方向性や重点的な取り組みを示したもの 

基本構想を実現するための分野別の施策の考え方や目標を示したもの 

基本計画に示した施策に対応する主な事業や予算を体系的に整理したもの 

平成20～29年度までの10年間 

基本計画 
平成20～29年度までの10年間 
（必要に応じて見直し） 

実施計画 
3年間のローリング方式 
（本計画書とは別に毎年度策定） 

毎年度3か年 
ローリング方式 

平成20年度 平成24年度 平成29年度 

3年 

3年 

3年 

3年 

北名古屋市総合計画は、平成18年3月20日に誕生した北名古屋市の将来

のあるべき姿とその実現手法を明らかにするものです。 
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2 計画づくりにおける基本的な認識 
北名古屋市総合計画の策定にあたって、北名古屋市の特性把握、社会経済環境の変化と北名古屋市への影響、

まちづくりに対する市民意向を把握し、対応が求められる課題について整理しました。 

●基礎調査 ●まちづくりへの市民の意向 ●主要課題 

北名古屋市の特性 

●都市の成り立ち･歴史、地域資源など 

計画に求められる視点 

●超高齢社会への突入、地球環境問題など 

市民アンケート調査 

●現在の都市イメージ 

●将来のまちづくりで大切にしたいこと 

●将来のまちの活性化のために重要なこと 

●今後10年間で優先して取り組むべき課題など 

名古屋大都市圏の構成員としての役割 安全で安心して暮らせる都市づくり 

都市としての一体性の確立 地方分権時代にふさわしい行政運営 ワークショップによる市民提案 

●コンパクトで一体感のある行政組織の構築 

●市民生活に長期的なメリットをもたらす投資に限ら

れた資源を集中 

●協働のまちづくりシステムを確立 

●公共施設の統合・整理・再配置、事務事業の合理化・

効率化 

●拠点整備や憩いとうるおいの空間づくり 

●市民相互の交流が豊かで助け合うまちづくり 

●公共施設、商業施設、医療機関等を利用しやすいまち 

●農業、工業、商業の発展 

●暮らしの安全・安心の確保 

●相互に助け合うコミュニティの再構築 

●災害対策の推進や防災体制の再構築 

●名古屋大都市圏の中心部に近い 

●高速交通網に恵まれている 

●「住」機能に強み 

●各種団体の代表者など市民が参加し、「北名

古屋市に住み続けるために取り組むべきこと」

を提案 
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快 適 
基本理念 

快 適 
利便性と安全・安心を兼ね備えた 

質の高いまち 

将来都市像 

基本理念 

健 康 

自 立 

健 康 
心と体とまちの3つが健康で、 
いきいきと暮らせるまち 

基本理念 

自 立 
自立した行政と市民が連携する 

協働のまち 

基本構想 

１ 基本理念･将来都市像 
北名古屋市総合計画では、合併時の理念を継承し、「健康」「快適」「自立」

の3つの基本理念と「健康快適都市」～誰もが安全･安心に暮らせるまち～を

将来都市像として掲げます。今後、本市における全てのまちづくりは、これらを

基本として進めます。 

2 将来人口 

将来人口 

将来 
人口構造 

名古屋大都市圏に位置する地理的優位性と快適で豊かな生活環境を活かした

まちづくりを推進することにより、本市の総人口は今後も緩やかに増加し続ける

ことが予想されることから平成29年における将来人口を85,000人と想定します。 

また、年齢3区分による人口は、国内の動向と同様に高齢化が進行し、平成

29年には市民の4人のうち1人が65歳以上の高齢者になる見通しです。 

まちづくりの担い手として期待される市民が、快適な生活環境の中で心も体も健康でいきいきと毎日を過ごし、生き

がいに満ちた幸せな暮らしを送ることができるまちを将来都市像とし、その実現に向けてまちづくりを進めていきます。 

誰もが安全・安心に暮らせるまち 

90,000 
80,000 
70,000 
60,000 
50,000 
40,000 
30,000 
20,000 
10,000 

0

（人） 

平成20年 平成17年 平成24年 平成29年 

78,078 81,000 83,000 85,000

将来世帯数 

35,000 

30,000 

25,000 

20,000 

15,000 

10,000 

5,000 

0

（世帯） 

平成20年 平成17年 平成24年 平成29年 

29,186 31,000 32,000 34,000

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％ 

平成17年 

平成20年 

平成24年 

平成29年 

0～14歳 15～64歳 65歳以上 

15％ 

15％ 

15％ 

14％ 

69％ 

66％ 

63％ 

61％ 

16％ 

19％ 

22％ 

25％ 
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3 土地利用方針 
本市の将来の土地利用方針について、4つのゾーン、2つの拠点、3つの交流ネットワークを設定し、誘導していきます。 

●ゾーン別整備方針 

●拠点整備方針 

●利便性の高い居住環

境が整っている利点を

活かした歩いて暮らせ

るまちづくりの推進 
●下水道や歩道の整備

など、快適な都市基盤

の形成 
●土地区画整理事業の推進による良好な宅地の供給 
●農地や水辺の保全によるゆとりとうるおいある生活

空間の維持存続 

快適居住ゾーン 
●本市の経済力の安定と雇用の確保を図るために、企

業の規模拡張や新規立地の需要に対応し、本ゾーン

へ適正に誘導 

工業振興ゾーン 

●周辺の住環境に

配慮しつつ、商業

機能の一定の集

積を図り、多様化

する消費者ニー

ズに対応したに

ぎやかで魅力あ

る商業ゾーンを

整備 

沿道商業ゾーン 
●洪水時における遊水機能を有し、豊かな田園風景を

形成している農地を維持・保全 
●開発によるス

プロール化の

抑制と遊休農

地の有効活用 

農地保全ゾーン 

●本市のにぎわいと交流の拠点として、都市機能の集

積とターミナル機能、商業機能の強化 
●安全で快適に

通行できるま

ちの顔として

の魅力向上 

西春駅周辺地区 

●交流ネットワーク形成の方針 

●広域幹線道路へ連絡できる道

路交通網を構築 

広域幹線交通軸 
●文化勤労会館や名古屋芸術大学、

図書館、歴史民俗資料館やアー

トエリアロードなどの多様な文

化資源をネットワーク化 

文化の回廊 
●市民との連携による美しい川

づくりや緑地などの整備 

水辺の回廊 
 

●市北部の拠点として、駅周辺の道路や広場などの質

の高い基盤整備 
●アートエリア

ロードの拡充

による文化の

薫る空間の

形成 

徳重･名古屋芸大駅周辺地区 

徳重･名古屋芸大駅 
周辺地区 

西春駅周辺地区 

■土地利用イメージ図■ 

快適居住ゾーン 
工業振興ゾーン 

沿道商業ゾーン 
農地保全ゾーン 

拠点 
広域幹線交通軸 

文化の回廊 
水辺の回廊 
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4 重点プロジェクト 
北名古屋市は、恵まれた立地環境にあることに加え、ゆとりやうるおいのある豊かな居住環境を魅力として発

展してきました。加えて、平成18年3月の合併による市制への移行を契機として、発展の基盤となる市域面積が

拡大するとともに、都市としてのブランド力や情報発信力が一層高まったことから、更なる発展の可能性が増した

と言えます。 

この機会を積極的に活かし、本市が他都市に比べて優位性を有する「住」機能

に着目し、定住人口の確保により持続的な発展をめざしていきます。 

この重点プロジェクトに関連する事業は、市の将来都市像を実現するために最

も成果の期待されるものとして、重点的に取り組むものとなります。 

プロジェクト①　一体感ある都市づくり 
○都市の骨格形成 
　・交通軸となる幹線道路網の整備 

　・都市施設の整備方針の確立 

○北名古屋市の顔づくり 
　・名鉄西春駅を中心とした拠点づくり 

　・名鉄徳重･名古屋芸大駅を中心とした

教育と文化のまちづくり 

○都市としてのまとまりづくり 
　・名鉄犬山線と県道との立体交差化 

　・市内循環バスによる公共交通網の

整備 

　・市役所の東・西庁舎の統合など 

プロジェクト②　居住地として選択される都市づくり 
○住宅都市としてのステータス向上 
　・水と緑に親しめる憩いの場のネットワーク化 

　・文化を感じられるまちづくりなど 

○需要に応じた住宅環境の整備 
　・新たな宅地供給 

○子育て環境の向上 
　・子育てに伴う経済的負担の軽減 

　・保育や児童クラブの充実など 

○教育環境の整備 
　・質の高い学校教育の実現など 

プロジェクト③　質の高い日常生活を営める都市づくり 
○歩いて暮らせるまちづくりの推進 
　・商店街活性化やコミュニティ産業の育成など 

○心身ともに健康的な市民生活の実現 
　・介護予防対策の充実 

　・健康づくり活動の支援など 

○生活の安全性や快適性の向上 
　・大規模水害や東海･東南海地

震に対する対策の推進 

　・犯罪のないまちづくりの推進 

　・下水道の整備促進など 

プロジェクト④　自立した経営を行う都市づくり 
○財源を支える産業活力の維持 
　・企業意向に基づく基盤整備 

　・企業誘致の推進など 

○質の高い行政サービスの提供 
　・公共施設の統廃合、効率的な行政運営など 

○行政の役割や機能の見直し 
　・行政需要に迅速かつ適切に対応

できる組織や機構への再編成 

　・市民との信頼関係に基づく協働

のまちづくりの推進など 

定住人口の確保による持続的な発展をめざします。 
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北名古屋市総合計画体系図 

基本理念 将来都市像 分野別まちづくり方針 重点プロジェクト まちづくり方針 

健
康
 

自
立
 

将
来
人
口
 

土
地
利
用
方
針
 

快
適
 

「
健
康
快
適
都
市
」
〜
誰
も
が
安
全
・
安
心
に
暮
ら
せ
る
ま
ち
〜
 

一体感ある 
都市づくり 

居住地として 
選択される 
都市づくり 

質の高い 
日常生活を 
営める 
都市づくり 

自立した 
経営を行う 
都市づくり 

健康で 
生きがいを 
持って 
暮らせる 
まちづくり 

健康で生きがいを持って 
暮らせるまちづくり 

安全・安心で利便性の高い 
まちづくり 

環境にやさしい 
うるおいのあるまちづくり 

創造的で活力ある 
まちづくり 

豊かな心を育み 
文化の薫るまちづくり 

自立と協働の 
まちづくり 

安全・安心で 
利便性の高い 
まちづくり 

環境に 
やさしい 

うるおいのある 
まちづくり 

創造的で 
活力ある 
まちづくり 

豊かな心を育み 
文化の薫る 
まちづくり 

自立と協働の 
まちづくり 

1‐1　健康 
1‐2　医療 
1‐3　児童福祉・次世代育成 
1‐4　高齢者福祉 
1‐5　障害者（児）福祉 
1‐6　低所得者福祉・社会保険 
1‐7　地域福祉 
 
2‐1　防災・消防 
2‐2　交通安全 
2‐3　防犯 
2‐4　生活道路 
2‐5　河川・下水道（雨水） 
2‐6　市街地 
2‐7　幹線道路 
2‐8　公共交通 
2‐9　上水道・下水道（汚水） 
 
3‐1　公園・緑地・緑化 
3‐2　景観 
3‐3　環境 
 
4‐1　農業 
4‐2　商業・サービス業 
4‐3　工業 
 
5‐1　学校教育 
5‐2　生涯学習・青少年育成 
5‐3　スポーツ・レクリエーション 
5‐4　文化・芸術 
5‐5　男女共同参画 
 
6‐1　行政運営 
6‐2　行政改革 
6‐3　広報広聴・情報公開 
6‐4　コミュニティ（自治会・地域活動） 
6‐5　ボランティア・NPO

基本構想 基本計画 
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基本計画 

１ 健康で生きがいを持って暮らせるまちづくり 
●　市民一人ひとりに合った健康づくりを支援するとともに、救急医療体制の
充実を図ります。 
●　地域ぐるみによる子育て、高齢者・障害者の自立支援など、市民が相互に
支えあう地域社会を形成するとともに、地域に根ざした思いやりのある社
会福祉施策を充実します。 

2 安全・安心で利便性の高いまちづくり 
●　地域や市民と連携した防災体制や交通安全体制、防犯体制を強化すると
ともに、建築物の耐震化や河川改修など、安全対策を進めます。 
●　土地区画整理事業などによる計画的な市街地整備や開発誘導、道路網
や下水道の整備など、快適で利便性の高い都市基盤整備を促進します。 
●　歩いて暮らせるコンパクトな生活空間の形成をめざすとともに、市内を安
全で円滑に移動できる公共交通を整備します。 

健
康
・
福
祉
分
野
 

1-1
健康 

防
災
･
都
市
基
盤
分
野
 

2-1
防災・消防 

2-2
交通安全 

防犯 

市民一人ひとりが自覚を持って自
主的・主体的に生活習慣の改善に
努めるような地域社会を形成します。 

●健康づくり支援体制の充実  
●生活習慣の改善  
●生活習慣病の予防  
●母子保健の充実  
●予防接種と感染症予防 

1-2
医療 

身近な地域医療施設、休日救急医
療体制の充実を図り、市民の健康
を支えます。 

●かかりつけ医師・薬剤師の普及  
●救急医療体制の充実 

1-3
児童福祉・ 
次世代育成 

子どもたちが心身ともに健やかに
生まれ育つ環境づくりを進めます。 

●子育て支援 
●子育てと社会参加の両立支援  
●子育てを支えあう地域づくり 

1-4
高齢者福祉 

高齢者一人ひとりの生活様式に応
じた自立した生活を実現します。 

●高齢者の社会参加の推進  
●総合的な介護予防体制の充実  
●地域に根ざした介護体制の確立  
●暮らしやすい地域づくり  
●総合福祉センターもえの丘の利用促進 

1-5
障害者（児） 
福祉 

障害を持つ人が地域の中で自立し
て、生きがいを持って暮らせる社会
を実現します。 

●情報・コミュニケーションの支援強化  
●障害児の療育・教育体制の充実  
●雇用の拡大と就労支援の推進  
●生活支援の強化と社会参加の促進 

1-6
低所得者福祉・ 
社会保険 

低所得者の経済的な自立と生活意
欲の助長を図ります。 

●低所得者福祉の充実  
●医療保険制度の適正運営  
●福祉医療制度の充実  
●国民年金の加入促進  
●介護保険制度の適正運営 

1-7
地域福祉 

住み慣れた地域で、互いに支えあ
いながら共に生きることができる
福祉社会づくりをめざします。 

●福祉サービスの周知と利用促進  
●市民相互による連携の強化  
●課題を解決する仕組みの構築  
●ボランティア活動の推進  
●活動拠点や支援体制の整備 

大地震などの発生に対して、被害
を最小限に留める対策を進めると
ともに、相互に協力し合う防災力
の高い地域をつくります。 

●地域の防災力の強化  
●防火・防災意識の高揚  
●建物の安全対策の促進  
●速やかな災害情報伝達体制の強化  
●大規模災害に備えた施設整備などの促進  
●消防体制の強化・充実 

交通事故に遭遇する危険が少なく、
安心して移動できる安全なまちづ
くりを推進します。 

●交通安全意識の高揚  
●交通の安全性の向上 

2-3
防犯意識が高く、誰もが被害者と
ならない安全・安心なまちづくりを、
市と市民が一丸となって実現します。 

●防犯意識の高揚  
●地域の防犯力の向上  
●防犯施設の充実 

2-4
生活道路 

歩行者や自転車の安全かつ快適な
通行を確保します。 

●歩行者優先の道づくり 
●橋梁の整備 

2-5
河川・ 
下水道(雨水)

短時間に大量の雨水が河川へ流
れ込むことを抑制し、浸水被害を
軽減します。 

●河川、下水道などの計画的な整備  
●保水・遊水機能の保全と回復  
●親しみの持てる河川づくり 

2-6
市街地 

豊かな住環境を整備するとともに、
魅力ある拠点機能を持つ市街地を
形成します。 

●適正な土地利用の誘導  
●まとまりある市街地の形成  
●魅力的な都心機能の創造  
●快適でゆとりある宅地の供給 

2-7
幹線道路 

幹線道路の整備を早急に進め、高
速道路や都心部への交通アクセス
機能を高めます。 

●幹線道路網の整備  
●安全でスムーズな移動と利便性の向上  
●沿道環境の改善 

2-8
公共交通 

交通弱者の移動手段の確保や、自
家用車への依存度を低減し、温室
効果ガスの排出量を抑制します。 

●市内バスの運行 

2-9
上水道・ 
下水道（汚水） 

衛生的かつ都市的な生活環境を
実現するとともに、河川などの公共
用水域の水質を改善します。 

●良質な上水の安定的供給  
●下水道の整備  
●下水道への切り替えの促進 
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3 環境にやさしいうるおいのあるまちづくり 
●　水辺や田園風景、市街地内の農地などを保全・再生し、本市の魅力ある景
観として確立するとともに、市民の憩いの場やレクリエーションの場として
多様な活用を図ります。 
●　ごみのない美しいまちをめざすとともに、人と地球に優しく環境と調和し
た地域づくりに向けた循環型社会の形成を進めます。 

自
然
環
境
分
野
 

3-1
公園・緑地・ 
緑化 

緑豊かな都市をつくります。 

●公園緑地の整備  
●公共空間における植栽の推進  
●市街地における農地や緑地の保全  
●市民による植栽や緑化活動の活性化 

3-2
景観 

景観の保全、育成、創造の観点から
個性豊かな市街地を形成します。
市街化調整区域では、うるおいの
ある田園風景を保全します。 

●景観形成の策定方針  
●良好な街並みの形成  
●田園風景の保全 

3-3
環境 

市民、企業、行政の協働により、循
環型社会への転換をめざします。 

●環境保全の実践  
●ごみ収集・処理の充実  
●産業活動に伴う廃棄物の適正処理 
●衛生的で快適な生活環境の形成 

4 創造的で活力あるまちづくり 
●　既存産業に対する市民の理解を深め、地域の産業として支えるとともに、
高度化、新事業・新産業創出といった経営基盤の強化を支援します。 
●　優れた立地条件や交通アクセスなどのポテンシャルを活かした企業の誘
致を推進します。 

産
業
活
力
分
野
 

4-1
農業 

本市の豊かな田園風景を形成して
いる優良農地の保全に努めるとと
もに、都市近郊型農業を推進します。 

●農業にふれあう機会の拡大  
●農業経営基盤の整備  
●農業後継者の確保と育成  
●ブランド力の高い農産物育成 

4-2
商業・ 
サービス業 

まちのにぎわいの創出、暮らしの
利便性の向上やコミュニティの活
性化を図ります。 

●新規事業者の育成と経営基盤の強化  
●商店街の魅力向上  
●消費者生活情報の提供と相談体制の充実  
●雇用機会の確保 

4-3
工業 

地理的な利点を活かした新たな企
業立地を促すとともに、既存産業
の活性化に努めます。 

●適正な企業立地の誘導  
●既存産業の活性化 
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5 豊かな心を育み文化の薫るまちづくり 
●　子どもから高齢者まで、誰もが自主的に文化活動や学習･スポーツ活動
に取り組める環境づくりを進めます。 
●　地域に伝わる伝統や文化、技術、学術・教育機関の優れた人材等の地域
資源と日常生活の中で身近にふれあえる環境づくりを進め、本市に対する
誇りや愛着を育みます。 
●　学校と家庭、地域社会の連携による学校教育の充実を図ります。 

教
育
･
文
化
分
野
 

5-1
学校教育 

社会で役立つ、豊かな人間性や社
会性を身に付けた子どもたちを育
成します。 

●教育内容の充実  
●個に応じた指導の充実  
●学校教育施設・設備の整備充実  
●教育プランの策定  
●学校給食の充実  
●教職員の資質向上 

5-2
生涯学習・ 
青少年育成 
 

だれでも、いつでも、どこでも学び
行動することができる生涯学習社
会の形成をめざします。青少年が
心身ともに健康でたくましく成長
する社会の形成をめざします。 

●生涯学習推進体制の確立  
●生涯学習施設の拡充  
●多彩で特色のあるプログラムの整備  
●学習情報の提供体制の整備  
●自主的な活動の促進  
●地域ぐるみの健全育成活動の推進  
●家庭の教育機能の向上  
●青少年の社会活動・学習への参加促進 

5-3
スポーツ・ 
レクリエーション 

スポーツ･レクリエーション活動に
親しみ、市民相互のコミュニケーシ
ョンを図ることができる社会の実
現をめざします。  
 

●スポーツ施設の整備充実  
●スポーツ・レクリエーション活動の普及促進  
●スポーツ・レクリエーション団体の育成  
●指導者の確保・育成 

5-4
文化・芸術 

地域に根ざした文化・芸術を育成・
保存するとともに、歴史や文化の
薫り高く、国際感覚のあるまちをめ
ざします。 

●アートを活用したまちづくりの促進  
●歴史民俗資料館の充実・活用  
●文化財の保存・活用  
●多様な国際交流への対応 

5-5
男女共同参画 

誰もが性の違いによる不利益を感
じることなく、個性と能力を発揮で
きる男女共同参画社会の形成をめ
ざします。 

●男女の平等・人権の尊重  
●方針の立案と決定への共同参画  
●社会制度や慣行についての配慮  
●男女の職業生活と家庭・地域生活の両立 

6 自立と協働のまちづくり 
●　行政課題に迅速かつ適切に対応できる組織や機構への改革を進めると
ともに、職員一人ひとりが意識改革に努め、自らの責任と判断のもと、効率
的で質の高い行政サービスの提供をめざします。 
●　自治会やボランティア活動など、市民の自主的な活動を促進するとともに、
市民の声をまちづくりに反映する仕組みを更に充実させ、市民と行政が相
互に協力してまちづくりに取り組みます。 

行
財
政
・
協
働
分
野
 

6-1
行政運営 

安定した財政基盤を確立するとと
もに、市民の目線に立った質の高
い行政サービスを効果的に提供し
ます。 

●行政サービスの適正化  
●行政サービスの充実  
●健全な財政運営  
●広域行政の推進 

6-2
行政改革 

成果重視の効率的な行政経営を
推進するとともに、市民ニーズに的
確に対応した戦略的で独自性のあ
る市政を確立します。 

●事務事業の見直し  
●組織の見直しと民間活力の導入  
●職員の意識改革と職員数の適正化  
●自立性の高い財政運営の実現 

6-3
広報広聴・ 
情報公開 

行政の公平性・透明性を高め、市民
と行政が相互に信頼できる関係を
つくることをめざします。 

●広報・広聴活動の充実  
●情報公開の推進 

6-4
コミュニティ 
（自治会・ 
　地域活動） 

市民自身による積極的な活動の展
開を促すとともに、コミュニティ相
互の連携による自助・共助の体制
強化に努めます。 

●コミュニティ活動の環境づくり  
●コミュニティ活動の促進  
●コミュニティリーダーと組織の育成 

6-5
ボランティア・ 
ＮＰＯ 

ボランティア活動やＮＰＯ活動など
を維持発展させていきます。 

●各種団体・まちづくりグループの育成  
●市民協働の仕組みづくり 
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